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尼崎市では、子ども・若者応援基金を活用した補助事業を募集します。

皆さんの「やつてみたい !」 を全力で応援します !

若者個人や若者グループが企画し、若者自身が「やつてみたい」、
「気になつている」、「困つている」ことで、取り組んでみたい
活動を補助対象とします。
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若者の交流の場づ<り 、(補助対象経費の10/10)

約 15グループ

(補助対象経費の 10/10)

約 20団体

SDGs、
環境問題など
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子ども・若者の育成支援に取り組む団体やグループの活動を補
助対象とします。(ユースワークの推進や子ども・

若者の健全育成に資する活動など)
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瑣吻瑕隆霰 上限 lC)万 円
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子ども食堂、居場所カフェ、ひきこもりの子ども・

若者支援など

子ども・若者の今日的な課題に関して、その解決に向け
た先駆的・試行的な活動を補助対象とします。なお、同
一事業への補助期間は、原則として3年を限度とします。
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個購轟)上限50万円
ネット依存症対策、

子どもの意見表明の

機会の確保策など

(補助対象経費の 10/10)

曜扇銀麗砂 約3団体
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※18歳未満の個人又は 18歳未満の若者のみで構成される団体・グループについては、会計の補助を行う成人が
必要です。

国目

ア 若者個人

・市内に在住・在勤・在学いずれかに該当

イ 若者グループ

・市内に活動拠点があり、2人以上で構成され、概ね

8割以上が若者

・構成員の過半数が市内に在住・在勤・在学いずれ

かに該当

・代表者及び役員の過半数が若者

市内に活動拠点があり、3人以上

で構成される団体
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③パイロット事業コース

月 内   容

4月 1日～ 5月 31日 申込期間 ※5/31必着

6月中旬 プレゼンテーシヨン審査 ※審査会で審査します。

7月上旬 結果通知の受け取り→補助金請求書の提出

7月～ 8月 補助金の受け取り

3月後半 成果発表会 (予定 )
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所定の用紙などを直接持参か郵送、Eメールでこども青少年課まで

お申し込みください。

審査会 (青少年協議会)による審査を経て、交付の可否を決定します。

(プレゼンテーシヨン審査あり)

申請・問合せ先

尼崎市こども青少年局 こども青少年部 こども青少年課

〒661…0974尼崎市若王寺 2‐ 18‐5あまがさき。ひと咲きプラザ アマブラリ3階
電話 :06‐6423‐9996  ファックス :06‐6409-4355

Eメール:ama―kodomoseisyounen@city.amagasakLhyogo」 p
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